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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 操 作 者 が 操 作 す る た め の 一 又 は 複 数 の 操 作 子 と 、
　 設 定 用 デ ー タ 及 び 画 像 デ ー タ を 入 力 す る た め の 入 力 手 段 と 、
　 画 像 デ ー タ を 表 示 す る た め の 表 示 器 と 、
　 前 記 入 力 さ れ る 設 定 用 デ ー タ に 応 じ て 、 所 定 の 操 作 子 が 操 作 さ れ る と 前 記 画 像 デ ー タ を
前 記 表 示 器 に 表 示 す る よ う に 前 記 操 作 子 の 機 能 を 設 定 す る 設 定 手 段 と
を 有 す る 電 子 楽 器 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 表 示 器 は 、 前 記 操 作 子 に 対 応 し て 前 記 操 作 子 の 機 能 情 報 を 表 示 す る こ と が で き 、
　 前 記 設 定 手 段 は 、 前 記 入 力 さ れ る 設 定 用 デ ー タ に 応 じ て 、 前 記 操 作 子 の 機 能 を 設 定 し 、
か つ 前 記 表 示 器 に 表 示 す る 前 記 操 作 子 の 機 能 情 報 を 設 定 す る 請 求 項 １ 記 載 の 電 子 楽 器 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 画 像 デ ー タ は 、 Ｇ Ｉ Ｆ 形 式 、 Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ 形 式 又 は ビ ッ ト マ ッ プ 形 式 の 画 像 デ ー タ で あ
る 請 求 項 ２ 記 載 の 電 子 楽 器 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 設 定 用 デ ー タ は 、 Ｈ Ｔ Ｍ Ｌ 形 式 の デ ー タ で あ る 請 求 項 ３ 記 載 の 電 子 楽 器 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 入 力 手 段 は 、 フ レ キ シ ブ ル デ ィ ス ク 、 Ｍ Ｉ Ｄ Ｉ イ ン タ ー フ ェ ー ス 又 は Ｕ Ｓ Ｂ イ ン タ
ー フ ェ ー ス を 介 し て 入 力 す る 請 求 項 ４ 記 載 の 電 子 楽 器 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 表 示 器 は 、 液 晶 表 示 器 で あ る 請 求 項 ５ 記 載 の 電 子 楽 器 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 操 作 子 の 機 能 は 、 リ ズ ム ス タ イ ル 、 テ ン ポ 及 び 音 色 の う ち の 少 な く と も １ つ を 含 む
請 求 項 ６ 記 載 の 電 子 楽 器 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４



【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ４ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 の 一 観 点 に よ れ ば 、 操 作 者 が 操 作 す る た め の 一 又 は 複 数 の 操 作 子 と 、 設 定 用 デ ー
タ 及 び 画 像 デ ー タ を 入 力 す る た め の 入 力 手 段 と 、 画 像 デ ー タ を 表 示 す る た め の 表 示 器 と 、
前 記 入 力 さ れ る 設 定 用 デ ー タ に 応 じ て 、 所 定 の 操 作 子 が 操 作 さ れ る と 前 記 画 像 デ ー タ を 前
記 表 示 器 に 表 示 す る よ う に 前 記 操 作 子 の 機 能 を 設 定 す る 設 定 手 段 と を 有 す る 電 子 楽 器 が 提
供 さ れ る 。
　 設 定 用 デ ー タ を 入 力 す る こ と に よ り 操 作 子 の 機 能 を 設 定 す る こ と が で き る の で 、 ユ ー ザ
は 独 自 に 操 作 子 の 機 能 設 定 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 。
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